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第５回秋田市宿泊税検討委員会会議録

日 時 令和７年１月２８日（火）

午前１０時から午前１０時５０分まで

場 所 秋田市役所５階 第２委員会室

出席者

委 員 浅利 久樹（秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合秋田支部

支部長）

臼木 智昭（秋田大学教育文化学部 教授）

佐藤 太郎（秋田商工会議所総務企画部

部長代理兼まちづくり推進課長）

佐藤 司（公益財団法人秋田観光コンベンション協会

専務理事）

佐藤 雅彦（一般財団法人秋田経済研究所 所長）

原田 吉啓（株式会社ＪＴＢ秋田支店 支店長）

事務局 秋田市観光文化スポーツ部観光振興課

秋田市企画財政部市民税課

傍聴者なし

会議の内容

１ 開会

２ 議題

臼木委員長 議題の秋田市宿泊税検討委員会報告書（案）について、事

務局から説明をお願いします。

事務局 （資料により説明）

臼木委員長 今回は、前回素案が示された上で最終案ということですの

で、ただ今のご説明に対して委員の皆様からご意見あるいは

ご質問を頂戴したいと思います。

まずは、ご確認ご質問ご意見ありましたら挙手していただ

いて、順不同でご意見をいただきたいと思います。
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浅利委員 全体的によく考えられており、丁寧に対応していただいて

いると思っておりまして、また昨今報道されているような環

境の変化等もにらみながら、このような文章にまとめていた

だいたことについても感謝する立場です。

２７ページに「第８ おわりに」とあります。何でもそう

ですが、最初の部分と最後の部分というものは、結論部分で

ありますから、極めて大事な部分です。

私からのお願いです。「有効な手法であるとの一定の理解

が示された」の後に、「示された一方、異論も示された」と

書いていただけないかと。そして、続きの文章の「しかしな

がら」は必要ないと思います。事務局がおっしゃるには、一

定の理解が示されたと、ただそれをすぐに実行するわけでは

なく、様々なことを勘案したときに以下の文章に方向性が書

かれているから、あなたの言っていることは下の方で示され

るから、それはそれでよろしいのではないでしょうかと、こ

んなご意見でした。そのことをおっしゃっている意味も十分

理解しながら、あえてこのようなことを申し上げる次第で

す。

二つの理由があります。しかもこれは極めて重要な部分だ

と思ってお話を申し上げます。一定の理解が示された、しか

しながらそれはすぐに導入するものではない、という具合に

つながりますと、宿泊税の導入は結構ないい話だけれども、

すぐにそれは実行するわけではないよという印象を与えるつ

ながりになると。どういうことかというと、観光政策は必要

だと思うと、いろいろな委員からいろいろなご意見があり、

有効性等が示されました。必要であろうけれども、それを宿

泊税という税の導入によって実施しなければならないのか、

それ以外の道はないのか、本税の組替えをするとか、厳しい

状態でしょうけれども何か道はないものかという辺りも討論

されてまいりましたので、「一定の理解は示されたけれど

も、異論もあった」と、ぜひそのように並列にしてほしいと

いうのが根拠でございます。

また、文章というものは最初と最後が大事で、５回もやっ

たこの委員会の一番の肝の部分がそこの文章に表れるわけで

すから、ぜひそのように取り扱っていただき、意図的な切取

りをしたような使われ方を防ぐためにも、そのような表現を

していただきたいと願っているところです。

背景にある考えは、市民の生活その他が重税感がある中
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で、法定外税導入という、環境税やこういう観光に関する税

が各地で出てきていますけれども、人口減の社会を見たとき

に、政策は必要にせよ負担の少ないやり方を求める方法はな

いかと、その辺のところを一言で、皆様の文章をなるべく直

さない形でお願いできないかと申し述べた次第です。

臼木委員長 浅利委員から、２７ページの１段落目の末尾に一文入れて

みてはいかがかという修正のご意見だったと思います。これ

は結論部分というところもあり、大事なご指摘かと思います

ので、まずは事務局から今のご意見を踏まえてご対応などど

うお考えなのかという辺りをお聞きしたいと思います。

事務局 第４回検討委員会で素案として「第８ おわりに」をご説

明したときは、「有効な手法であるとの意見が多数を占め

た」としており、また、結びのところでは、課題を整理し有

効な対応策をまとめる必要があるとし、導入時期について

は、それらの取組と併せて検討する必要があると記載してお

りましたので、浅利委員のおっしゃるように、有効な手法で

あるので課題もあるけれども導入に向けて頑張っていこうと

見えてしまうというご指摘を受けましたので、今回、文章を

修正したところであり、修正した趣旨をご説明させていただ

きます。

１段落目は、第１回検討委員会で検討の背景として説明し

たとおり、宿泊税は目的税のため観光施策に使途を限定する

ことができ、また、税という性格上、安定的継続的な財源確

保が見込まれることから、観光施策の財源として有効な手法

であると、あくまで有効性という部分につきましては、検討

委員会で一定の理解が示されたという趣旨で記載しておりま

す。これに対して２段落目は、宿泊税は有効な手法かもしれ

ないが、秋田市へ導入するとした場合はどうかということに

対して、これまでの検討の中で記載のとおり様々な課題等が

指摘されたとしており、浅利委員からご意見があった、なぜ

宿泊税なのかと、他の財源では駄目なのかといったことも当

然課題に含まれると思いますので、宿泊税を導入する理由等

も含め、理解を得ることが重要であると文言として盛り込ん

でおります。３段落目は、これらの課題は観光全体に関係す

るものであるため、総合的・体系的に検討することが望まし

いとまとめた構成です。
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また、宿泊税は観光施策の財源として有効な手法であると

いうこと自体にも、理解はするが納得していない部分もある

というご意見だと思いますので、それも踏まえて一定の理解

としたものです。

臼木委員長 事務局としては、浅利委員の今示された意見も含めて、そ

ういった意図を含んだ表現なのでこの原案のとおりで進めた

いという理解でよろしいですか。

事務局 はい。

臼木委員長 浅利委員いかがでしょうか。

浅利委員 事務局がおっしゃっている意味も理解いたします。そもそ

もこの会を設けたのは、諸般の事情から観光政策を進めてい

きたいので財源という関係で考えたらと、そういうご趣旨の

立場からすれば、そのようなこともあろうかと理解はいたし

ます。ただ、繰り返しで恐縮ですが、そのような立場で立ち

上がったこの委員会には様々な方が出席しておりまして、様

々な観点で議論がされてきました。そしてその結論部分で、

宿泊税の導入には理解もあった一方、そうでないという意見

があったわけですから、そこのところをきちっと並列で表示

していただきたいと重ねてお願いする次第です。

先ほど以来、あなたの言っていることは下の方に書いてあ

るよということなんでしょうけど、先に文章として簡潔にま

とめることが必要だと。また、市は先ほど言った立場からこ

ういう委員会を設けたんだけれども、それらの政策をするに

当たっての財源を宿泊税の導入という形でない道はないもの

かという気持ちを、その議論があったというつなぎ方で表現

してほしかったと思っておりますので、私の立場とすれば、

そのような気持ちであるということを表現します。また、こ

れは私の意見ですので、参加の皆様の受け止め方などもお聞

きしたいと思っております。

臼木委員長 改めてもう一段ご検討いただけないかというのが浅利委員

の考えのようですので、もう一度事務局のお考えといいます

か、例えば今示された文案を追加するようなことも含めた、

何か対応案がないかお聞かせいただければと思います。
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事務局 浅利委員のご指摘はごもっともでありますが、第１回検討

委員会で説明させていただいたとおり、秋田市においてはこ

れまでも宿泊税に限らず、ネーミングライツや使用料手数料

の見直し、事業のスクラップアンドビルド、ふるさと納税や

クラウドファンディング等の財源確保に向けた取組を行うな

ど、財源確保の手法について検討を行っているところであ

り、また、この検討委員会については、宿泊税を検討する委

員会ですので、まとめとしてはやはり今記載のとおりとした

方が望ましいのではないかと考えて作成したものです。

浅利委員のご懸念等につきましては、２段落目に文言を追

加することで整理したものです。

臼木委員長 浅利委員のお考えはぜひ一筆入れてほしいということです

し、事務局のご意見としてはそういったことも踏まえてこの

表現だということなのだろうと思うのですが、今浅利委員か

らもお話ありましたが、他の委員の皆様からもこの件含めて

ご意見をいただいて、それぞれのご意見とお立場のお考えを

反映するという形で最終の取りまとめを行いますので、きた

んのないところをお聞かせいただきたいと思いますけれど

も、佐藤司委員いかがでしょうか。

佐藤司委員 前回の素案に各委員の皆様からいただいた変更点あるいは

ご意見等を丁寧に修正いただいていると感じております。

「おわりに」の部分につきましては、最初の部分は一旦置

かせていただいて、私が指摘させていただいた３段落目のま

とめのところは、意図をくんでいただいて、宿泊税について

の議論なんだと、それで出たその課題と整理しなければいけ

ない部分については観光施策全体に関わるものなので、そう

いった視点で全体をふかんして検討をするというまとめをい

ただいてるので、この部分については私はよろしいかなと思

いました。

浅利委員の、二つの意見を１段落目で示す必要があるので

はないかというお話につきましては、まとめのところですの

で、どういうふうな記載方法にするかは整理が必要だと思う

んですけれども、そういったまとめ方もあるのかなと私個人

的には思っております。
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臼木委員長 今お伺いする限りでは、佐藤司委員の今までの議論や修

正、あるいは追記のご要望などはある程度反映されていると

いうことで、今の浅利委員のご意見についてはお気持ちも分

かるし表現について検討する余地もあるのかなというご意見

と承りました。

佐藤太郎委員いかがでしょうか。

佐藤太郎委 素案からいろいろご意見させていただいたところを直して

員 いただきありがとうございます。また、この委員会を通じて

申し上げさせていただいた、秋田市の観光の戦略なり計画な

りを立てていただきたいというところも示していただきまし

て、本当にありがとうございました。

それも踏まえて最後のところなんですけれども、まずは今

回報告書を取りまとめますが、その後で秋田市の観光の将来

像ですとかそこへ向けての計画を立てて、そして改めて宿泊

税について検討するという説明を伺ったかと思うんですけれ

ども、時間が空いてまた宿泊税を検討する際に、明文化され

てないものは曖昧になってしまうというか、事実としてこう

いう意見があったというところは何らかの形で残しておくべ

きではないかと感じたところですので、そういったことも踏

まえてご検討いただければと思います。

臼木委員長 総論としては今までの議論が反映されているというご意見

かと思います。２７ページの部分は、事務局として検討する

余地はないのかというご提案だと思うのですが、最終的にど

ういうふうに取りまとめるかは置いておきまして、まずは皆

様から一通りお話をお伺いしようと思っています。

佐藤雅彦委員いかがでしょうか。

佐藤雅彦委 今までの議論を踏まえて、特にこの「第８ おわりに」の

員 ４行目以降で、宿泊事業者の不安があるという問題点が一

つ、もう一つが観光施策の課題解決に関わるということで、

観光施策全体をしっかり示すべきである、この二点が今回の

宿泊税の大きなポイントだったのではないかと思っていま

す。それについて、こういう形で宿泊事業者が不安に思って

いたからこの不安解消が必要であると、あとは観光振興の課

題解決につながる有効な使途の選定云々ということ、こちら

はしっかり盛り込まれているのかなとは個人的には思ってお
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ります。

また、今お話もあったとおり、これはある程度時間をおい

てまた再検討という形になろうかと思います。言い回しにつ

いては再考の余地もあるのかなとは思いますが、相対的に見

ると、今回の宿泊税の課題として指摘されたところというの

は、まずは盛り込まれているのではないかと思っておりま

す。

臼木委員長 佐藤雅彦委員にご指摘いただいたとおり、過去４回の議論

では、宿泊税そのもののメリットはあるものの、導入に当た

って様々な懸念される問題も皆様からご意見賜りましたの

で、そういった点について報告書では、こういった問題が懸

念される、あるいはこういった問題をクリアにする必要があ

るというような修正点がみられるということで、一定のご理

解をいただけたのかなと思います。２７ページについては、

やはり表現というところでまだ少し議論の余地があるのかな

というご指摘と思いました。

原田様よろしくお願いいたします。

原田委員 最初に、先ほどの２７ページの点については、前回のこの

議論の中で、文言として「有効な手段であるとの意見が多数

を占めた」というのは温度感として言い過ぎだろうというこ

とで、今回の「一定の理解が示された」というところに温度

感を合わせるべく作られた文章なのかなと思っております。

ここについて、もう一歩踏み込んで懸念点のことであると

か、今お話をいただいたような形で表現をもう一歩変えてい

くのかということは、まだ議論の余地があるのかなと思って

います。

それ以外でいうと、２４ページに観光振興計画等の策定と

いうことで正式に文章が盛り込まれています。冒頭の会議も

含めて、私も、それから佐藤太郎委員からも、使い道と併せ

て、どのような地域になりたいのか、その実現に向けた道筋

をセットで考えることが重要ではないかということをこの議

論の中では言っておりましたので、観光振興計画といったも

のを官民が共同して作成していくことが今後重要なのではな

いかと考えております。

また、この報告書の中ではないと思うんですけれども、こ

ういった観光振興計画を策定して宿泊税を議論するのであれ
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ば、併せて誰が使うべきなのかということで、その全体を考

える調整役として、全国でいえば多分ＤＭＯという組織にな

っているかと思うんですけれども、これは秋田市においては

どういう組織であったりどういう主体が考えていくのかとい

うことも、この観光振興計画の策定の中で議論していただけ

ればと思っております。

臼木委員長 ２７ページの件は一考の余地はあるかもしれないというの

がご意見かもしれませんが、２４ページの３のところで、計

画の策定が盛り込まれたという点はご評価をいただいてると

思いますが、使い道、さらにそれを例えば誰が仕分けすると

かハンドリングしていくのかというところも含めて、今後そ

ういった点を留意して議論をいただければというご意見かと

思うのですが、今の原田委員のご意見も踏まえて、私からも

質問なんですが、現在単独の秋田市の観光計画はないのでし

ょうか。

事務局 以前はあったのですが、今は総合計画に統合しております

ので、個別計画は策定しておりません。

臼木委員長 ということは、別に宿泊税だからということではなくて、

まずは秋田市の観光振興に係る上位計画を一旦策定されて、

どういった政策を重点的に進めていくのか、あるいは、観光

という観点からどういう市になっていきたいのかということ

を計画の中で示されて、その中で必要な財源の一つのあり方

として、宿泊税だとかふるさと納税だとかいろんなものがあ

ると思いますが、そういったものもこの計画の中で議論しつ

つ検討していかれるということかなと思いますが、来年度４

月以降からこの計画策定に着手していくというご予定です

か。

事務局 以前から秋田市においても観光の個別計画策定の必要性は

考えておりまして、また、第２回検討委員会で委員の皆様か

らもそういったご指摘がありましたので、昨年の秋ぐらいか

ら他都市の事例の調査に着手しております。どういったスケ

ジュール、どういった規模の計画を作るかについては、まだ

検討段階ですので、何も決まったものがない状況です。
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臼木委員長 策定の検討に入るのは４月からということですか。

事務局 それも含めて、スケジュールを検討しているところです。

臼木委員長 分かりました。いずれ検討することが決まっているという

ことですね。

原田委員いかがでしょうか。この観光振興計画の、ＤＭＯ

の件もそうですけれども、何かまだ真っ白な状態ということ

ですけれども、今のこの宿泊税の検討委員会の委員の立場と

して何かご提案とかがありましたらお聞かせいただければと

思うんですが、いかがでしょうか。

原田委員 今回この報告書にそこのいわゆるロードマップを描く必要

は全くないと思うので、今のご説明で特に違和感はありませ

ん。ただ一方で、観光振興に携わる立場としては、いつまで

も検討していても、この課題先進都市である秋田市において

次の政策を打ち出すことが遅れてしまっては致命傷になりか

ねないということと、前もこの議論の中でお話をさせていた

だいた、他都市はいち早くいろんな財源を確保しながら国際

競争力をつけるために取り組みをされていらっしゃいますの

で、そこに負けないためにも迅速に取り組んでいただければ

幸いです。

臼木委員長 今の観光振興計画のことについて、佐藤司委員いかがでし

ょうか。

佐藤司委員 今現在は、総合計画の中で市の観光振興の進め方を示して

いるということなんですけれども、より具体な手法といった

ものが計画の中での表し方ということになってくると思いま

す。となれば、観光に携わる皆様も分かりやすい進め方な

り、それぞれの立場での進め方も明確になってくるというこ

とです。先ほどからＤＭＯというお話が出ておりましたけれ

ども、そういった部分もかなり他都市で進んでおりますの

で、そういったことも十分視野に入れながら計画を策定して

いく必要があるだろうと思っております。

臼木委員長 一通り皆様からコメントを頂戴しましたが、私も委員とし

てコメントをさせていただければと思います。
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２７ページだけはもう１回皆様と最終的な取り扱いについ

てご議論させていただくとして、第４回までの議論の中で皆

様から出していただいたご意見やご懸念、ご質問に関して、

大変丁寧にご対応いただいた上で、この報告書にも反映して

いただいているのかなということで、私自身は報告書の内容

については大きな異論は特にないのですが、特に二つほど、

ありがたかったというか、こういう税を議論する中で、とも

すると、どこからどうやって取るかという議論ばかりになり

がちなのですが、使い道に関して委員の皆様からかなりご意

見が出まして、今ご議論のあった２４ページに、使い道の部

分も一緒にセットで考えていきましょうという文言が入った

という点ですごくいい、報告書がいいというのも変なんです

が、議論として皆様のご意見が反映されたのかなということ

で、ありがたかったかなと思っています。

税そのものの専門家というわけではないのですが、地域の

経済などについて研究や論文を書かせていただいている立場

として、これは私自身の意見なんですが、１６ページのとこ

ろで、私のご意見も反映していただいていますし、一方で先

進的に取り組まれている他都市の状況も記載をしていただい

ているのですが、あえて私の方からは、この (2)の１段落目

ですね。税を入れるというと、とにかくいろいろな方たちに

対するマイナスの影響をどうやって緩和しようかという議論

になるのはやむを得ないと思います。税を取られて喜ぶ人は

あまりいませんので、そういった方たちへのマイナスの影響

をなるべく緩和していこうということや、他都市で取り組ん

でいるそういった取組も十分に反映していこうという考えも

あってしかるべきだと思うのですが、入口の段階で税を複雑

にしてしまうのは、専門的な立場からいうとあまり賛成でき

なくて、できる限りシンプルに、税で全てをカバーするので

はなくて、困っている方には税以外の方法でサポートすると

いう考え方もあると思うんですね。例えば、修学旅行の学生

を減免するというのは否定はしないのですが、その方たちに

対する旅行費用の支援を別の形ですることはできないのか、

とかですね。秋田市に泊まるのはペナルティなのかというご

意見もあるかもしれませんけれども、そういうことではなく

て、より魅力のある、観光しやすい、楽しくなるようなまち

を作っていくための財源だというような説明をしながら税金

を徴収する際のご理解をいただくと。入口の段階で複雑な形
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にしてしまうと、細かいところの微調整をするだけでも大き

な議論に発展してしまって、この税も恒久的に万能な税では

おそらくないと思います。そうすると、何年か経って見直し

をしなければいけないときに、その細かいところの議論に巻

き込まれて大きな改正や修正ができないということになる

と、それはそれで残念なことになってしまいますので、個人

的には、シンプルに作っていただいて、何か困っている方や

マイナスの影響を受ける方については違う形でのサポートと

いうのがあってしかるべきかなと思っています。ただ、こう

いったふうに、様々な他都市でも免税点やいろいろな緩和措

置を設けているということも明記していただいてるというの

は、それはそれで今までの議論をきちんと反映していただい

ているなと思って、一委員としては、こういう表現でバラン

スを取っていただいて良かったのかなと思っております。こ

れは質問ではなくて私の最後の感想といいますか、コメント

になります。

一通り皆様からご意見賜りましたけれども、改めて何かご

質問ご確認ありますでしょうか。

改めて２７ページの表現の部分のところです。皆様からの

お話を承る限りでは、この２７ページ全体としては皆様の意

見が反映されていて、修正もなされているということで、た

だ、一定の理解を示されたということと、先ほど浅利委員か

らお話のあった異論もあったというところを盛り込むという

ことも、議論のプロセスを考えると、確かにそういう懸念も

あったということ、さらには時間が経っていざ宿泊税を入れ

ようといったときに、少しこの辺りが曖昧なままだと総論賛

成だったじゃないかみたいなことで、後々細かい議論がぼん

やりしてしまって何か賛成だった、全員がオーケーだったみ

たいになってしまうというのも、浅利委員としては本意では

ないだろうということなので、表現を少し工夫する余地はな

いだろうかという、皆様のご意見はそのような感じでした

が、改めて事務局の方でいかがでしょうか。

事務局 本日いただいた意見を踏まえて再度検討したいと思いま

す。

臼木委員長 今日最終回ということですので、もし修正するということ
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になると、第６回ということではなくて、修正案みたいなも

のを作られて、それをまず浅利委員と調整いただいた上で、

例えば持ち回りで皆様のご了解を得るような形ですか。

事務局 はい。

臼木委員長 皆様からのお話を伺う限りでは、このままだと浅利委員の

ご懸念を完全に払拭できないのではないかということかなと

私も承りましたので、事務局としてのお考えもあるようです

ので、一旦ここは他の部分の承認をいただきつつ、２７ペー

ジの第１段落の最後の表現については、事務局と浅利委員で

ご協議いただいて、そこでまとまったものを委員会を開くと

いう形ではなくて持ち回りで皆様にお示しして、承諾いただ

いたものを最終案にさせていただくということでいかがでし

ょうか。浅利委員いかがでしょうか。

浅利委員 結構でございます。ここのところだけについても、できる

だけ直さないで、最低のいくつかの文章だけでいけば全体を

壊さないですむので、その一例として先ほど申し上げました

が、そんな方向で事務局とご相談させていただくように心が

けたいと思っております。

臼木委員長 浅利委員からもありましたとおり、この報告書全てに異論

があるというようなことを浅利委員もおっしゃっているわけ

ではなくて、最後の結論の部分に様々な意見があったという

ことを明記してほしいという趣旨と私も受けとめましたの

で、他の委員の皆様からもご了解をいただきましたので、一

旦この原案の概ね２７ページ以外はご承認をいただくことと

させていただいて、２７ページに関しては事務局と浅利委員

でもう少しご協議いただいて、修正した場合にはそれを持ち

回りでご説明いただき、各委員のご理解をいただけたものを

最終案とさせていただければと思います。その他誤字脱字等

明らかにおかしいというようなものがあれば、私にご一任を

いただいて、最終的には市にご報告を挙げさせていただくと

いうことでよろしいでしょうか。

３ その他
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（今後のスケジュールの連絡等）

臼木委員長 報告書は最終的にホームページで公表されますか。

事務局 その予定です。

４ 観光文化スポーツ部次長挨拶

５ 閉会


